
令和２年度第１回幕別町次世代育成支援対策地域協議会会議録 

 

１ 日時 

令和３年３月25日（木）19：00～19：40 

２ 場所 

   幕別町役場 ２階Ａ・Ｂ会議室 

３ 出席した委員 12人 

荒木委員、伊澤委員、遠藤委員、岡田委員、喜多委員、杉山委員、高橋委員、 

嶽山委員、千葉委員、西川委員、前川委員、横山委員 

４ 欠席した委員 ３人 

神津委員、松井委員、渡部委員 

５ 町出席者 ７人 

事務局：細澤住民福祉部長、西田こども課長、林保健福祉課長、九本こども支援係

長、守屋保育係長、青木主任、佐々木主任 

６ 配布資料 

   資料１：第２期幕別町子ども・子育て支援事業計画評価シート（令和２年度～令

和６年度） 

資料２：札内青葉保育園建設費補助事業概要 

資料３：幕別町ファミリー・サポート・センターの事業を９月から拡大します 

資料４：まくべつ子育てアプリ 

資料５：「子どもの権利」絵画コンテストの実施について 

資料６：ひきこもり相談始めました 

 

７ 内容    

 (1) 開会  

    こども課長より、人事異動による事務局職員の変更および欠席委員について

報告。 

 (2) 会長挨拶 

 (3) 議事【進行：千葉会長】 

   （１）第２期幕別町子ども・子育て支援事業計画の進捗状況及び評価について 

      （説明：九本こども支援係長） 

     ○資料１の評価シートについて、前回までは検討・継続・実施・拡大の４

つの選択肢で評価していたが、評価がわかりづらいという指摘があった。

そのため、今回からは達成状況と達成度合で項目を分け、達成状況では実

施・拡大・検討、達成度合では目標どおり・概ね目標どおり・目標を下回

るのそれぞれ３つの選択肢から評価をするように改めている。 



     ○認定こども園整備事業（No.1）について（説明：守屋保育係長） 

      ・中央保育所とわかば幼稚園の今後の方向性について、こども課及び教

育委員会で施設整備・運営主体・設置類型等の協議を重ねている。 

      ・今後は地域の保護者の幼児教育に関するニーズを、講演会や研修会の

開催を通じて把握し、整備の内容の方向性を検討する必要がある。 

     ○保育環境整備事業（No.2）について（説明：守屋保育係長） 

      ・老朽化が進む札内青葉保育園を建替え、令和４年４月から定員を現在

の90名から120名に増加させる。令和３年度から建築工事に着手し、令

和３年12月に施設が完成する予定である。 

     ○放課後児童健全育成事業（No.10）について 

      ・新型コロナウイルス感染拡大予防のため、事業を中止した。令和３年

度では実施の方向で調整している。 

     ○子育て援助活動支援事業（No.16）について 

      ・令和２年度より援助活動の内容を拡大した。その一方で援助活動を行

う人（まかせて会員）の確保も課題のため、広報活動なども積極的に行

っていく。 

     ○子育て支援情報提供事業（No.25）について 

      ・令和２年10月からまくべつ子育てアプリ「母子モ」を導入した。幕別

町が発信する子育てに必要な情報を、アプリで確認することが可能とな

った。 

     ○子ども会の取組の活用事業（No.29）について 

      ・子ども会育成連絡協議会に対しスクールバスの提供などを実施してい

るが、新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止した事業もあり、バ

スの提供は未実施となった。 

     ○子どもの権利の普及・啓発（No.50）について 

      ・令和元年度から町内の小学生を対象に「子どもの権利」に関する絵画

コンテストを実施しており、令和２年度は71点の応募があった。 

     ○児童虐待予防事業（No.51）について 

      ・「改正児童虐待防止法」及び「学校・教職員の役割・責務」について記

載したチラシを作成し、町内の小・中学校を通じて全児童に対し配布し

た。 

     ○障がい児保育事業（No.56）について 

      ・日常的に医療ケアが必要な医療ケア児が年々増加傾向にあることから、

保育の受け入れについて今後検討が必要である。 

     ○発達支援センターの機能充実（No.61）について 

      ・令和２年度から学齢期療育の対象を小学３年生まで拡大した。令和３



年度からは小学６年生までを対象とする予定である。 

      ・令和２年度から試行的に実施していたペアレントトレーニングを、令

和３年度から本格的に実施し、保護者支援の充実を図る。 

     ○仕事と子育ての両立支援事業（No.72）について 

      ・休日保育について、保護者のニーズが現時点でほぼないため実施に至

っていない。今後も保護者のニーズを見極めながら検討していく。 

(4) その他 

○事務局 

 現在の委員の任期は令和３年７月までとなっており、今回の会議が任期中最

後の会議となる予定である。再任される方、退任される方も含め、引き続き本

町の子育て行政にご協力いただきますようお願い申し上げ、お礼の言葉とさせ

ていただきたい。 

 

19：40閉会 

 


